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【再犯防止推進法】
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【再犯防止推進計画】

計画の概要
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【再犯防止推進計画】
計画基本理念

4



【再犯防止推進計画】

計画の位置づけ及び対象者

5



6



7



8



9



連携支援事例①

知的障害がある方（Oさん）の例

プロフィール

触法の背景

面談・見立

地域生活

保護観察所との連携

• ６８歳男性。知的障害B-1。幼少期に両親他界、小・中共に特別支援学級。 １１歳で養護施設入所。中学卒
後、就労するも１年定着せず。収監歴３回。両耳鼓膜損傷、右耳はほぼ聞こえない。

• 居住地も日本全国転々とし、生活の中で窃盗を繰り返し常習累犯窃盗で逮捕、収監歴３回。所持金なく出所、
行く宛なくホームレス支援団体施設等に入居するも定着せず、窃盗のルーティン。

• 幼少期から人との関係構築が希薄。相談する機会があっても知的、身体機能的に理解に繋がりにくく、社会ルール認
識の乏しさにも影響している。

• 社会復帰調整官から出所後の地域暮らしに支援環境を整える必要があると相談をうけ、訪問面 談。対象者報
告と実際の印象は異なった。その場を繕う=自分一人で出来る意思表示が強い。

• 特性(障害・機能・成育歴)を見極め、その方にあった環境(アプローチ含)、支援体制の構築。
• 支援機関との情報共有。

• 単身生活歴もあり、ご自身で出来ることが多く家事全般自立。
• 新生活に伴う申込及び各種申請、変更事項等、体調管理に伴う手配。障害福祉サービス(計画相談・自立生活
援助・居宅介護・就労継続)・通院先検討

• 計画的な金銭使用が苦手なため、金銭管理管理等援助サービスの委任契約を結ぶ。
• ご自身の参加する場所、過ごし方の見通しが立ち、安定した生活を継続されている。

• 満期出所の為、保護観察所支援対象者ではないが、刑余中、出所時支援環境、体制整備ケースとして、情報
報告、共有。活用出来る制度、資源等、情報共有しながら課題対応に努めている。
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連携支援事例②

■パーソナル障害がある方（sさん）の例

プロフィール

触法の背景

面談・見立

地域生活

• 65歳男性。両親、３人兄妹(末子)大学卒業後、企業就職(短期間で退職)趣味はDIY、あるもので何か
を作ることが好き。収集好き、処分は出来ない。

• 両親との三人暮らし。父は身体障害を持ち、母親が介護。その母も脳内出血罹患。介護保険料未払いのた
め介護保険サービスが受けられず入院。

• Sさんへ報告なく、転院、葬儀等完了させた。母親への思いの強さと恨みから犯行に至る。

• パーソナル障害から個性的な思考、解釈があり、意思確認、同意を得ることに時間を要した。
• 本人意志だけでは難しい課題もあり、キーパーソン(実兄)の協力、保護司との連携を図りながら支援体制を作
る。

• 保護司面談内容、居住支援法人面談内容、管理会社応対内容(近隣住民クレーム含)、都度共有してい
る。

• 地域暮らし継続に伴う対処・対応(各種更新等)が出来ず、注意されたことをきっかけに支援者間と連絡及び
面談が出来なくなる。

• 地域暮らし継続のために、関係機関で情報共有し、役割分担等検討、課題解決に努める。

• 収集が好きで、ゴミステーションから資源を持ち帰る。
• 近所のスーパーで草刈りを行う。
• 声掛けをしてくれる大家さんとは会話もできる=住みやすい場所
• 生活支援課、管理会社等からの連絡には応じないことが多い→注意喚起

保護観察所との連携
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